
[  
法
第
四
条
及
び
第
九
条
関
係] 

 

〇
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ

い
て 

 
 
 
 
 
 
 

平
成
十
五
年
二
月
十
四
日 

 
 
 
 
 
 
 

国

自

貨

第

七

七

号 

  
 
 

自
動
車
交
通
局
長
か
ら 

 
各
地
方
運
輸
局
長 

 
 

あ
て 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

沖
縄
総
合
事
務
局
長 

  
 

最
終
改
正 

平
成
二
七
年
三
月
九
日
国
自
貨
第
八
四
号 

  

鉄
道
事
業
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
七
十
七
号
）
の
進
行
に
伴
い
、
一
般
貨
物
自
動
車
運

送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
方
針
に
つ
い
て
、
別
紙
の
と

お
り
定
め
た
の
で
通
知
す
る
。
貴
職
に
お
か
れ
て
は
、
現
在
定
め
て
い
る
処
理
基
準
に
つ
い
て
所
要
の
改
定
を
行
い
、
迅

速
か
つ
的
確
な
処
理
を
図
ら
れ
た
い
。 

 

ま
た
、
今
般
の
改
正
法
に
お
い
て
営
業
区
域
規
制
が
廃
止
さ
れ
た
こ
と
に
伴
い
、
今
後
は
全
国
的
な
事
業
展
開
が
可
能

と
な
る
こ
と
か
ら
、
各
局
の
定
め
る
処
理
基
準
に
つ
い
て
も
、
処
分
の
公
平
性
、
透
明
性
を
確
保
す
る
た
め
全
国
統
一
的

な
も
の
と
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
、
そ
の
旨
留
意
さ
れ
た
い
。 

 

な
お
、
本
通
達
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
以
降
の
申
請
事
案
に
つ
い
て
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
こ
れ
に
伴
い
「
一
般

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
申
請
等
の
処
理
に
つ
い
て
」

（
平
成
一
一
年
八
月
二
十
三
日
貨
陸
第
八
三
号
）
は
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日
限
り
で
廃
止
す
る
。 

 

別
紙 

 
 
 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
許
可
及
び
事
業
計
画
変
更
認
可
等
に
関
す

る
処
理
方
針 

 

１
．
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
（
特
別
積
合
せ
貨
物
運
送
を
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
許
可 

 

以
下
の
方
針
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（１） 

営
業
所 

 
 

① 

使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
。 

 
 

③ 

規
模
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

  

（２） 

最
低
車
両
台
数 

 
 

① 

営
業
所
毎
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数
は 

別
（
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
二
条
で
定
め
る

種
別
）
ご
と
に
五
両
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

計
画
す
る
事
業
用
自
動
車
（
以
下
「
計
画
車
両
」
と
い
う
。
）
に
け
ん
引
車
、
被
け
ん
引
車
を
含
む
場
合
の
最
低

車
両
台
数
の
算
定
方
法
は
、
け
ん
引
車
＋
被
け
ん
引
車
を
一
両
と
算
定
す
る
こ
と
。 

 
 

③ 

霊
き
ゅ
う
運
送
、
一
般
廃
棄
物
運
送
、
一
般
的
に
需
要
の
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
島
し 

（
他
の
地
域
と 

 

に

よ
る
連
絡
が
不
可
能
な
も
の
。
）
の
地
域
に
お
け
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
①
に
拘
束
さ
れ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 



 
（３） 
事
業
用
自
動
車 

 

① 
計
画
車
両
の
大
き
さ
、
構
造
等
が
輸
送
す
る
貨
物
に
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

② 
使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 （４） 

車
庫 

 

① 

原
則
と
し
て
営
業
所
に
併
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

た
だ
し
、
併
設
で
き
な
い
場
合
は
、
平
成
三
年
六
月
二
十
五
日
運
輸
省
告
示
第
三
百
四
十
号
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

② 

車
両
と
車
庫
の
境
界
及
び
車
両
相
互
間
の
間
隔
が
五
十
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
以
上
確
保
さ
れ
、
か
つ
、
計
画
車
両

数
す
べ
て
を
収
容
で
き
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

③ 

他
の
用
途
に
使
用
さ
れ
る
部
分
と
明
確
に
区
画
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

④ 

使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑤ 

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
。 

 

⑥ 

前
面
道
路
に
つ
い
て
は
、
原
則
と
し
て
幅
員
証
明
書
に
よ
り
、
車
両
制
限
令
に
適
合
す
る
こ
と
。 

 

（５） 

休
憩
・
睡
眠
施
設 

 

① 

原
則
と
し
て
、
営
業
所
又
は
車
庫
に
併
設
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

② 

乗
務
員
が
有
効
に
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
適
切
な
施
設
で
あ
り
、
乗
務
員
に
睡
眠
を
与
え
る
必
要
が
あ
る
場

合
に
は
、
少
な
く
と
も
同
時
睡
眠
者
一
人
当
た
り
二
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
の
広
さ
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ

と
。 

 

③ 

使
用
権
原
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

④ 

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
の
規
定
に
抵
触
し
な
い
こ
と
。 

 

（６） 

運
行
管
理
体
制 

 

① 

車
両
数
及
び
そ
の
他
の
事
業
計
画
に
応
じ
た
適
切
な
員
数
の
運
転
者
を
常
に
確
保
し
得
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

こ
の
場
合
、
運
転
者
が
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
輸
送
安
全
規
則
第
三
条
第
二
項
に
違
反
す
る
者
で
な
い
こ
と
。 

 

② 

選
任
を
義
務
づ
け
ら
れ
る
員
数
の
常
勤
の
運
行
管
理
者
及
び
整
備
管
理
者
を
確
保
す
る
管
理
計
画
が
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

た
だ
し
、
一
定
の
要
件
の
満
た
す
グ
ル
ー
プ
企
業
（
会
社
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
八
十
六
号
）
第
二
条
第
三

号
及
び
第
四
号
に
定
め
る
子
会
社
及
び
親
会
社
の
関
係
に
あ
る
企
業
及
び
同
一
の
親
会
社
を
持
つ
子
会
社
を
い

う
。
）
に
整
備
管
理
者
を
外
部
委
託
す
る
場
合
は
、
事
業
用
自
動
車
の
運
行
の
可
否
の
決
定
等
整
備
管
理
に
関
す
る

業
務
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

③ 

勤
務
割
及
び
乗
務
割
が
平
成
十
三
年
八
月
二
十
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号
に
適
合
す
る
も
の
で

あ
る
こ
と
。 

 

④ 

運
行
管
理
の
担
当
役
員
等
運
行
管
理
に
関
す
る
指
揮
命
令
系
統
が
明
確
で
あ
る
こ
と
。 

 

⑤ 

車
庫
が
営
業
所
に
併
設
で
き
な
い
場
合
に
は
、
車
庫
と
営
業
所
が
常
時
密
接
な
連
絡
を
と
れ
る
体
制
を
整
備
す

る
と
と
も
に
、
点
呼
等
が
確
実
に
実
施
さ
れ
る
体
制
が
確
立
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑥ 

事
故
防
止
に
つ
い
て
の
教
育
及
び
指
導
体
制
を
整
え
、
か
つ
、
事
故
の
処
理
及
び
自
動
車
事
故
報
告
規
制
に
基

づ
く
報
告
の
体
制
に
つ
い
て
整
備
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

⑦ 

積
載
危
険
物
等
の
輸
送
を
行
う
も
の
に
あ
っ
て
は
、
消
防
法
等
関
係
法
令
に
定
め
る
取
扱
資
格
者
が
確
保
さ
れ

て
い
る
こ
と
。 

  



 
（７） 

資
金
計
画 

 

① 
所
要
資
金
の
見
積
り
が
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

② 
所
要
資
金
の
調
達
に
十
分
な
裏
付
け
が
あ
る
こ
と
、
自
己
資
金
が
所
要
資
金
に
相
当
す
る
金
額
以
上
で
あ
る
こ

と
等
資
金
計
画
が
適
切
で
あ
る
こ
と
。 

 

③ 

自
己
資
金
が
、
申
請
日
以
降
許
可
日
ま
で
の
間
、
常
時
確
保
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

（８）
法
令
遵
守 

 
 

① 

申
請
者
ま
た
は
そ
の
法
人
の
役
員
は
、
貨
物
自
動
車
輸
送
事
業
の
遂
行
に
必
要
な
法
令
知
識
を
有
し
、
か
つ
、

そ
の
法
令
を
遵
守
す
る
こ
と
。 

 
 

② 

健
康
保
険
法
、
厚
生
年
金
法
、
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
、
雇
用
保
険
法
（
以
下
、
社
会
保
険
等
と
い
う
。
）

に
基
づ
く
社
会
保
険
等
加
入
義
務
者
が
社
会
保
険
等
に
加
入
す
る
こ
と
。 

 
 

③ 

申
請
者
又
は
申
請
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
常
勤
の
役
員
（
い

か
な
る
名
称
に
よ
る
か
を
問
わ
ず
、
こ
れ
と
同
等
以
上
の
職
権
又
は
支
配
力
を
有
す
る
者
を
含
む
。）
が
、
貨
物

自
動
車
運
送
事
業
法
又
は
道
路
運
送
法
の
違
反
に
よ
り
、
申
請
日
前
三
ヶ
月
間
（
悪
質
な
違
反
に
つ
い
て
は
六

か
月
間
）
又
は
申
請
日
以
降
に
、
自
動
車
そ
の
他
の
輸
送
施
設
の
使
用
停
止
以
上
の
処
分
又
は
使
用
制
限
（
禁

止
）
の
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合
に
お
け
る
処
分
を
受
け
た
法
人
の
処

分
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
事
項
が
発
生
し
た
当
時
現
に
そ
の
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
常
勤
の
役
員
と
し
て

在
任
し
た
者
を
含
む
。
）
で
は
な
い
こ
と
。 

 
 

④ 

新
規
許
可
事
業
者
に
対
し
て
は
、
許
可
書
交
付
時
等
に
指
導
講
習
を
実
施
す
る
と
と
も
に
、
運
輸
開
始
の
届

出
後
一
ヶ
月
以
降
三
ヶ
月
以
内
に
実
施
さ
れ
る
地
方
貨
物
自
動
車
運
送
適
正
化
事
業
実
施
機
関
の
適
正
化
事
業
指

導
員
に
よ
る
巡
回
指
導
に
よ
っ
て
も
改
善
が
見
込
ま
れ
な
い
場
合
等
に
は
、
沖
縄
総
合
事
務
局
及
び
運
輸
支
局
（
運

輸
監
理
部
を
含
む
。）
に
よ
る
監
査
等
を
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（９）
損
害
賠
償
能
力 

 
 

 

① 

自
動
車
損
害
賠
償
責
任
保
険
又
は
自
動
車
損
害
賠
償
責
任
共
済
に
加
入
す
る
計
画
の
ほ
か
、
一
般
自
動
車

損
害
保
険
（
任
意
保
険
）
の
締
結
等
充
分
な
損
害
賠
償
能
力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 

② 

石
油
類
、
化
成
品
類
又
は
高
圧
ガ
ス
類
等
の
危
険
物
の
輸
送
に
使
用
す
る
事
業
用
自
動
車
に
つ
い
て
は
、

①
に
適
合
す
る
ほ
か
、
当
該
輸
送
に
対
応
す
る
適
切
な
保
険
へ
加
入
す
る
計
画
な
ど
、
十
分
な
損
害
賠
償
能

力
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

  

（１０） 

許
可
に
付
す
る
条
件 

 
 
 

 

① 

（
２
）
③
に
該
当
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
車
両
数
に
つ
い
て
特
例
を
認
め
る
こ
と
と
し
、
許
可
に
際

し
て
当
該
事
業
に
限
定
す
る
な
ど
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

② 

許
可
後
一
年
以
内
に
運
輸
を
開
始
す
る
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

③ 

運
行
管
理
者
及
び
整
備
管
理
者
の
選
任
届
を
運
輸
開
始
前
（
整
備
管
理
者
の
選
任
届
に
つ
い
て
は
、 

選
任
後
十
五
日
以
内
に
運
輸
開
始
す
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
選
任
後
十
五
日
以
内
）
に
提
出
す
る
旨
の
条

件
を
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

④ 

運
輸
開
始
前
に
社
会
保
険
等
加
入
義
務
者
が
社
会
保
険
等
に
加
入
す
る
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 

⑤ 

特
定
の
荷
主
を
対
象
と
す
る
事
業
に
つ
い
て
は
、
荷
主
が
特
定
単
数
で
あ
れ
ば
特
定
貨
物
自
動
車
運
送

事
業
の
許
可
申
請
を
、
荷
主
が
特
定
複
数
で
あ
れ
ば
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
申
請
を
指
導
す

る
こ
と
と
し
、
荷
主
を
限
定
す
る
旨
の
条
件
を
付
す
る
こ
と
は
し
な
い
こ
と
。 



 
２
．
特
別
積
合
わ
せ
貨
物
運
送
を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可 

 
 
 

１
の
審
査
方
針
に
加
え
、
以
下
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
す
る
。 

 
 

（１） 
荷
扱
所 

 
 
 
 
 

① 
従
来
の
第
二
種
荷
扱
所
（
宅
配
便
の
い
わ
ゆ
る
取
次
店
等
）
は
、
荷
扱
所
に
含
め
な
い
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 

② 
１
（
１
）
①
～
③
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
。 

  
 

（２） 

積
卸
施
設 

 
 
 
 
 

① 

営
業
所
又
は
荷
扱
所
に
併
設
し
て
あ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

② 

使
用
権
原
を
有
す
る
こ
と 

 
 
 
 
 

③ 

都
市
計
画
法
等
関
係
法
令
に
抵
触
し
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 
 

④ 

施
設
は
、
貨
物
の
積
卸
機
能
の
み
な
ら
ず
、
荷 

き
・
仕
分
け
機
能
、
一
時
保
管
機
能
を
有
す
る
も

の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

⑤ 

施
設
の
取
扱
能
力
は
、
当
該
施
設
に
係
る
運
行
系
統
及
び
運
行
回
数
に
見
合
う
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 

 
 

（３） 

営
業
所
及
び
荷
扱
所
の
自
動
車
の
出
入
口 

 
 
 

 
 

 

複
数
の
事
業
用
自
動
車
を
同
時
に
停
留
さ
せ
る
こ
と
の
で
き
る
積
卸
施
設
を
有
す
る
営
業
所
及
び
荷
扱

所
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
所
及
び
荷
扱
所
の
自
動
車
の
出
入
口
の
設
置
が
、
当
該
出
入
口
の
接
す
る
道

路
に
お
け
る
道
路
交
通
の
円
滑
と
安
全
を
阻
害
し
な
い
こ
と
。 

  
 

（４） 

運
行
系
統
及
び
運
行
回
数 

 
 
 

 
 

① 

運
行
系
統
毎
の
運
行
回
数
は
車
両
数
、
取
扱
い
貨
物
の
推
定
運
輸
数
量
、
積
卸
施
設
の
取
扱
能
力
等

か
ら
適
切
な
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

② 

取
扱
い
貨
物
の
推
定
運
輸
数
量
に
つ
い
て
算
出
基
礎
が
的
確
で
あ
る
こ
と
、 

 
 
 
 
 

③ 

運
行
車
の
運
行
は
、
少
な
く
と
も
一
日
一
便
以
上
の
頻
度
で
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 

た
だ
し
、
一
般
的
に
需
要
の
少
な
い
と
認
め
ら
れ
る
島
し
ょ
、
山
村
等
の
地
域
に
お
け
る
区
間
で
は
、

一
日
一
便
以
下
で
も
差
し
支
え
な
い
。 

  
 

（５） 

積
合
せ
貨
物
管
理
体
制 

 
 
 
 
 

① 

貨
物
の
紛
失
を
防
止
す
る
た
め
の
適
切
な
貨
物
追
跡
管
理
の
手
法
又
は
設
備
を
有
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 
 

② 

貨
物
の
滅
失
・
毀
損
を
防
止
す
る
た
め
に
、
営
業
所
及
び
荷
扱
所
に
お
い
て
適
切
な
作
業
管
理
体
制

を
有
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 

③ 

貨
物
の
紛
失
等
の
事
故
に
よ
る
苦
情
処
理
が
的
確
か
つ
迅
速
に
行
い
う
る
体
制
を
有
す
る
こ
と
。 

  
 

（６） 

運
行
管
理
体
制 

 
 
 

 
 

 
 

運
行
系
統
別
の
乗
務
基
準
が
平
成
十
三
年
八
月
二
十
日
国
土
交
通
省
告
示
第
千
三
百
六
十
五
号
に
適

合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

３
．
貨
物
自
動
車
利
用
運
送
を
す
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可 

 

１
の
審
査
方
針
に
加
え
、
以
下
に
定
め
る
事
項
に
つ
い
て
審
査
す
る
。 

 

（１） 

貨
物
自
動
車
利
用
運
送
に
係
る
営
業
所
に
つ
い
て 

 
 

？
（１） 

①
～
③
に
つ
い
て
審
査
を
行
う
こ
と
。 



 
 
 

（２） 

業
務
の
範
囲
に
つ
い
て
は
、
「
一
般
事
業
」
又
は
「
宅
配
便
事
業
」
の
別
と
す
る
。 

（３） 

補
完
体
制
を
必
要
と
す
る
場
合
は
、
保
管
施
設
を
保
有
し
て
い
る
こ
と
。 

 

４
．
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
等 

 
 

こ
れ
ら
の
処
理
に
つ
い
て
は
、
以
下
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
ほ
か
、
許
可
基
準
に
準
ず
る 

 

（１） 

事
業
用
自
動
車
の
種
別
の
変
更
の
認
可 

 
 
 

 
 

新
た
に
霊
き
ゅ
う
自
動
車
を
配
置
し
、
又
は
新
た
に
普
通
車
を
配
置
し
よ
う
と
す
る
事
業
計
画
の
変
更
認

可
申
請
に
つ
い
て
は
、
霊
き
ゅ
う
自
動
車
又
は
普
通
車
を
使
用
す
る
運
送
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
審
査

基
準
に
適
合
す
る
と
き
に
限
り
認
め
る
こ
と
。 

  

（２） 

事
業
用
自
動
車
の
数
の
変
更
の
事
前
届
出 

 
 
 
 

① 

増
減
車
の
事
前
届
出
の
受
理
に
際
し
て
は
、
必
要
な
添
付
書
類
の
有
無
を
確
認
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 

② 

①
の
添
付
書
類
の
内
容
の
確
認
の
結
果
、
車
庫
の
収
容
能
力
の
拡
大
等
事
業
計
画
の
変
更
等
が
必
要
と

な
る
場
合
に
は
、
事
業
改
善
命
令
の
対
象
と
な
る
旨
説
明
し
、
そ
の
変
更
手
続
を
終
了
さ
せ
た
う
え
で

当
該
届
出
を
行
う
よ
う
指
導
す
る
こ
と
。 

 
 
 

 

③ 

減
車
に
よ
り
１
（
２
）
①
の
基
準
に
適
台
し
な
く
な
る
場
合
に
は
、
速
や
か
に
所
要
の
車
両
数
の
配
置

等
の
是
正
を
行
う
こ
と
を
内
容
と
す
る
指
導
を
行
う
こ
と
。 

 
 
 
 

④ 

増
減
車
の
事
前
届
出
に
必
要
な
添
付
書
類
を
欠
い
て
い
る
場
合
に
は
当
該
届
出
を
受
理
し
な
い
こ
と
。 

 
 
 

 

⑤ 

自
社
営
業
所
間
に
お
け
る
車
両
融
通
は
、
短
期
間
の
も
の
で
あ
っ
て
も
当
該
営
業
所
で
そ
れ
ぞ
れ
に
お

け
る
増
車
・
減
車
の
手
続
き
を
と
ら
せ
る
こ
と
。
た
だ
し
、「
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
に
係
る
繁
忙
期
に

お
け
る
営
業
所
間
の
車
両
移
動
の
弾
力
化
に
つ
い
て
」
（
平
成
五
年
十
一
月
十
日
付
自
貨
第
九
十
七
号
、

自
管
第
七
十
九
号
、
自
整
第
二
百
七
十
号
、
自
環
第
三
百
三
十
三
号
）
に
よ
る
取
扱
い
は
、
こ
の
限
り

で
は
な
い
。 

 
 
 

 

⑥ 

事
業
用
自
動
車
の
相
互
使
用
を
協
定
書
等
の
締
結
に
よ
り
行
う
場
合
は
、
事
業
用
自
動
車
の
数
の
変
更

の
事
前
届
出
を
要
し
な
い
。 

  

（３） 

営
業
所
の
位
置
の
変
更
の
届
出 

 
 
 
 
 

地
方
運
輸
局
長
が
指
定
す
る
区
域
内
に
お
け
る
位
置
の
変
更
届
出
に
つ
い
て
は
、
車
庫
と
の
距
離
制
限
上 

支
障
の
な
い
も
の
だ
け
を
事
後
届
出
と
し
て
取
扱
う
こ
と
。 

  
 

（４） 

運
輸
協
定
等
締
結
に
伴
う
事
業
計
画
変
更
の
取
扱
い
に
つ
い
て 

 
 
 
 
 
 

車
庫
、
休
憩
・
睡
眠
施
設
並
び
に
積
卸
施
設
等
の
共
同
使
用
及
び
幹
線
の
共
同
運
行
に
伴
う
事
業
計
画
の 

変
更
の
場
合
、
協
定
書
等
の
提
示
を
求
め
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
。 

  
 

（５） 

法
令
等 

 
 
 

 
 

① 

事
業
計
画
の
事
業
規
模
の
拡
大
と
な
る
申
請
に
つ
い
て
は
、
申
請
日
前
三
ヶ
月
間
（
悪
質
な
違
反
の
場

合
は
六
ヶ
月
間
）
又
は
申
請
日
以
降
に
、
当
該
申
請
地
を
管
轄
す
る
地
用
運
輸
局
長
（
沖
縄
総
合
事
務
局

長
を
含
む
。
）
又
は
当
該
申
請
地
を
管
轄
す
る
地
方
運
輸
局
内
の
支
局
長
（
運
輸
監
理
部
長
を
含
む
。
）
か

ら
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
又
は
道
路
運
送
法
の
違
反
に
よ
る
自
動
車
そ
の
他
の
輸
送
施
設
の
使
用
停
止

以
上
の
処
分
又
は
使
用
制
限
（
禁
止
）
処
分
を
受
け
た
者
（
当
該
処
分
を
受
け
た
者
が
法
人
で
あ
る
場
合

に
お
け
る
当
該
処
分
を
受
け
た
法
人
の
処
分
を
受
け
る
原
因
と
な
っ
た
事
項
が
発
生
し
た
当
時
、
現
に
当

該
処
分
を
受
け
た
法
人
の
業
務
を
執
行
す
る
常
勤
の
役
員
と
し
て
存
在
し
て
い
た
者
を
含
む
。
）
で
は
な
い



こ
と
。 

 
 
 

② 

事
業
計
画
の
変
更
の
う
ち
、
増
車
に
つ
い
て
は
届
出
者
が 

当
該
届
出
に
係
る
地
方
運
輸
局
長
等
か

ら
車
両
使
用
停
止
以
上
の
処
分
を
受
け
て
い
る
場
合
、
増
車
実
施
予
定
日
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
期
間
が

終
了
し
て
い
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

  
 

５
．
運
送
約
款
の
認
可 

 
 
 

（１） 

貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
十
一
条
に
規
定
さ
れ
る
記
載
事
項
が
明
確
に
規
定
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 
 
 

（２） 

運
賃
・
料
金
の
収
受
、
運
送
の
引
受
け
等
に
つ
い
て
合
理
的
な
も
の
で
あ
り
、
じ
ゃ
つ
、
不
当
に
差
別
的
で

も
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 
 
 

（３） 

損
害
賠
償
等
に
関
し
、
利
用
者
と
の
契
約
内
容
が
不
明
確
な
も
の
で
な
い
こ
と
。 

 
 
 

（４） 

宅
配
便
、
引
越
輸
送
等
特
殊
な
運
送
サ
ー
ビ
ス
に
つ
い
て
の
独
自
の
約
款
が
申
請
さ
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、

当
該
サ
ー
ビ
ス
の
特
殊
性
に
配
慮
の
う
え
、
審
査
を
行
う
こ
と
。 

  
 

６
．
事
業
の
譲
渡
譲
受
の
認
可 

 
 

（１） 

事
業
の
全
部
を
譲
渡
譲
受
の
対
象
と
す
る
も
の
に
限
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
そ
れ
以
外
の
事
業
の
一
部
譲
渡

に
つ
い
て
は
、
事
業
計
画
の
変
更
手
続
き
に
よ
る
こ
と
と
す
る
。 

 
 

（２）
事
業
を
譲
り
受
け
ん
よ
う
と
す
る
者
に
つ
い
て
、
許
可
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
準
じ
て
審
査
す
る
こ
と
。 

  
 

７
．
合
併
。
分
割
又
は
相
続
の
認
可 

 
 
 
 

合
併
も
し
く
は
分
割
に
よ
り
事
業
を
承
継
す
る
法
人
又
は
相
続
人
に
つ
い
て
、
許
可
基
準
の
定
め
る
と
こ
ろ
に 

準
じ
て
審
査
す
る
こ
と
。 

  
 

８
．
事
業
の
休
止
及
び
廃
止
の
届
出 

 
 

事
業
の
全
部
を
休
止
し
、
又
は
廃
止
す
る
場
合
に
限
り
適
用
す
る
こ
と
と
し
、
事
業
の
一
部
の
休
止
又
は
廃
止
に
つ 

い
て
は
、
事
業
計
画
の
変
更
の
手
続
き
を
と
ら
せ
る
こ
と
。 

 

９
．
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可 

 
 

以
下
の
方
針
を
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

（１） 

特
定
の
運
送
需
要
者 

 
 
 
 

① 

単
数
の
物
に
特
定
さ
れ
、
当
該
荷
主
の
輸
送
量
の
大
部
分
の
輸
送
量
を
確
保
で
き
る
こ
と
。 

 
 
 
 

② 

運
送
契
約
の
締
結
及
び
運
送
の
指
示
を
直
接
行
い
、
第
三
者
を
介
入
さ
せ
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

 

（２） 

営
業
所 

 
 
 
 

１
（１）
に
よ
る
こ
と
。 

 

（３） 

最
低
車
両
台
数 

 
 
 
 
 

営
業
所
毎
に
配
置
す
る
事
業
用
自
動
車
の
数
は
５
両
以
上
と
す
る
こ
と
。 

 

（４） 

事
業
用
自
動
車 

 
 
 
 

１
（３）
に
よ
る
こ
と
。 

 

（５） 

車
庫 

 
 
 
 

１
（４）
に
よ
る
こ
と
。 

 

（６） 

休
憩
・
睡
眠
施
設 

 
 
 
 
 

１
（５）
に
よ
る
こ
と
。 

（７） 

運
行
管
理
体
制 



 
 
 
 

１
（６）
に
よ
る
こ
と
。 

（８） 

法
令
順
守 

 
 
 
 

１
（８）
に
よ
る
こ
と
。 

（９） 
損
害
賠
償
能
力 

 
 
 
 

１
（９）
に
よ
る
こ
と
。 

（１０） 

許
可
に
付
す
る
条
件 

 
 
 
 
 

１
（１０）
②
～
④
に
よ
る
こ
と
。 

（１１） 

貨
物
利
用
運
送
事
業 

 
 
 
 
 

３
に
よ
る
こ
と
。 

（１２） 

定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
と
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
と
の
関
係 

 
 

 
 
 

特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
取
得
し
た
事
業
者
が
特
定
の
運
送
需
要
者
を
新
た
に
追
加
す
る

場
合
は
、
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
廃
止
及
び
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
申
請
の
手
続
を

指
導
す
る
こ
と
。 

 

１
０
．
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
の
認
可
等 

 
 
 
 

４
及
び
６
に
準
じ
て
処
理
す
る
こ
と
。 

 
 

 

１
１
．
そ
の
他 

 
 
 

 

一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
書
を
交
付
す
る
際
に
は
、
以
下
の
と
お

り
取
扱
う
こ
と
。 

 
 
 

（１）
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
報
告
規
制
第
三
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
運
輸
開
始
前
に
、
別
途
定
め
る
様
式
に
よ
り
報

告
を
求
め
、
許
可
に
付
さ
れ
た
条
件
等
の
遵
守
状
況
に
つ
い
て
確
認
を
行
う
こ
と
。 

  
 
 

 

（２）
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
法
施
行
規
則
第
四
十
四
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
別
途
定
め
る
様
式
に
よ
り
運
輸
開
始
の
届
出
を

行
う
よ
う
指
導
し
、
別
途
通
達
す
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
社
会
保
険
等
の
加
入
の
徹
底
を
図
る
こ
と
。 

 
 
 
 
 
 
 
 

附
則[

平
成
一
九
年
七
月
二
七
日
国
自
貨
第
六
五
号] 

 
 

１ 

本
処
理
方
針
は
、
平
成
十
九
年
九
月
十
日
以
降
に
申
請
を
受
け
付
け
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

２ 

「
道
路
運
送
車
両
法
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
等
の
施
行
に
伴
う
整
備
管
理
者
制
度
の
運
用
に
つ
い
て
」（
平
成

十
五
年
三
月
十
八
日
、
国
自
整
第
二
百
十
六
号
）
の
一
部
改
正
に
伴
い
、
整
備
管
理
者
の
外
部
委
託
が
禁
止

さ
れ
る
者
に
つ
い
て
、
同
通
達
の
施
行
時
点
で
外
部
委
託
を
行
っ
て
い
る
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
者
及

び
特
定
貨
物
自
動
者
運
送
事
業
者
に
つ
い
て
は
施
行
日
か
ら
二
年
間
、
施
行
前
に
一
般
貨
物
自
動
車
運
送
事

業
及
び
特
定
貨
物
自
動
車
運
送
事
業
の
許
可
を
申
請
し
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
そ
の
申
請
に
よ
る
運
輸
の
開

始
の
日
か
ら
二
年
間
、
外
部
委
託
を
継
続
す
る
こ
と
を
可
能
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
則[

平
成
二
〇
年
三
月
三
一
日
国
自
貨
第
二
二
三
号] 

 
 
 
 
 

本
処
理
方
針
は
、
平
成
二
十
年
七
月
一
日
以
降
に
申
請
を
受
け
付
け
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
則[

平
成
二
五
年
一
〇
月
三
一
日
国
自
貨
第
八
三
号] 

 
 
 

 
 

本
処
理
方
針
は
、
平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日
以
降
に
申
請
を
受
け
付
け
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す

る
。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

附
則[

平
成
二
七
年
三
月
九
日
国
自
貨
第
八
四
号] 

 
 
 
 
 

本
処
理
方
針
は
、
平
成
二
十
七
年
六
月
一
日
以
降
に
申
請
を
受
け
付
け
た
も
の
か
ら
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。 

 


